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第１号議案 令和７年度 事業報告について 

 

第２号議案 令和７年度 決算報告について 

 

第３号議案 ＰＴＡ会則の一部変更について 
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第１号議案 

令和７年度ＰＴＡ事業報告 

令和７年 

４月７日    入学式 ＰＴＡ会長祝辞、副会長・理事出席 

４月 30日   ＰＴＡ・後援会理事会 

５月８日    ＰＴＡ・後援会総会 

（１） 令和６年度事業報告・決算報告 

（２） 令和７年度役員選出 

（３） 令和７年度事業計画、予算案 

５月 24日   ＰＴＡ奉仕作業 

        保護者 25名参加  

５月 30日   碧
あお

春
はる

祭ＰＴＡバザー（文化委員会） 

６月４日    静岡県高等学校ＰＴＡ連絡協議会総会・研修会（ホテルグランヒルズ静岡） 

６月 27日   東海地区高等学校ＰＴＡ連絡協議会静岡大会(清水文化会館マリナート) 

７月１日    ＰＴＡあいさつ運動 本部役員５名参加 

７月２日    三島・田方地区公立高等学校ＰＴＡ指導者研修会（韮山文化センター） 

（当番校 韮山高校） 

 ８月 21・22日 全国高等学校ＰＴＡ連絡協議会三重大会（津市産業・スポーツセンター） 

11月４日    ＰＴＡあいさつ運動 本部役員９名参加 

 11月 12日   ＰＴＡ臨時役員会 

 12月 8日   校則検討委員会 

令和８年 

２月６日      ＰＴＡ役員会 

 

※ ＰＴＡ広報委員会は「伊豆伊東高校だより」に各行事に関してコメント掲載 
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第３号議案 

ＰＴＡ会則の一部変更について 

 

現行 

第５章 役員 

（役員 の設置） 

 第 19 条 本会に、次の員 を置く。 

⑴  会長  （ １人 

  ⑵ （ （ 副会長 （ ４人役１人は「会計」を担当する。2人は文化委 会と広報委 会を担当する。ただし、

次項の者を除く） 

  ⑶ （ （ 理事  （ 9人 

  ⑷ （ （ 監事  （ ２人 

第７章 委員会・地区会及び事務局 

（役委 会） 

 第 31 条 本会に、次の委 会を置く。 

 （ （ ⑴ 文化委 会 

  ⑵ 広報委 会 

 ２ 各委 会に、委 長及び委 を置く。 

 ３ 前項に規定するもののほか、本会の事業遂行のため必要があるときは、員 会の決議を経て他の委 会

を置くことができる。 

 ４ 委 の選出その他委 会の運営に関する事項は、員 会で別に定める。 

 

（役区会会） 

第 32条 本会に、区会会を置く。 

 ２ 区会会に、区会長、副区会長及び区会員 を置く。 

 ３ 区会員 の選出、その他区会の運営に関する事項は、員 会で別に定める。 

役専門委 会） 

第 33条 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、本会に専門委 会を置くことができる。 

 ２ 専門委 会は、員 会の承認を経て会長が委嘱した委 により組織される。 

 ３ 専門委 は、要請により員 会及び総会に出席して意見を述べることができる。 

役事務局） 

 第 34条 本会に事務局を置く。 

 ２ 事務局 の選出その他事務局の運営に必要な事項は、員 会で別に定める。 
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改訂案 
第 19条 本会に、次の員 を置く。 

⑴   会長  （ １人 

⑵  （ （ 副会長 （ ３人役１人は「会計」を担当する。ただし、次項の者を除く） 

⑶   理事  （ 12～20 人 

⑷  （ （ 監事  （ ２人 

 

第７章 委員会及び事務局 

 役専門委 会） 

 第 31 条 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、本会に専門委 会を置くことができる。 

 ２ 専門委 会は、員 会の承認を経て会長が委嘱した委 により組織される。 

 ３ 専門委 は、要請により員 会及び総会に出席して意見を述べることができる。 

（役事務局） 

 第 32 条 本会に事務局を置く。 

 ２ 事務局 の選出その他事務局の運営に必要な事項は、員 会で別に定める。 
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第４号議案

本 部 役 員

役職名 氏　　　 　　名 生徒名

会 長 前 田 光 利 峻汰

副 会 長 佐 藤 周 完

副 会 長 荻 野 高 志 大雅

副 会 長 小 川 友 和

理 事 嘉 福 昌 次 楓華

理 事 青 木 光 司 心海

理 事 石 田 和 哉 凪

理 事 齋 藤 麻 子 心

理 事 髙 里 由 美 子 勝太

理 事 羽 兼 悠 太 直央

理 事 小 川 聖 ニ 泰知

理 事 竹 内 こ ず え 柚乃

理 事 稲 葉 美 帆 唯愛

理 事 西 島 生 恵 晃明

理 事 山 田 昌 司 陽斗

理 事 高 橋 美 穂 明花

理 事 山 口 八 重 蒼太

理 事 福 室 敦 之

監 事

監 事 大 川 勝 弘

監 事 佐 藤 真 理 子

事 務 局

事 務 局 長 小 川 友 和

事 務 局 次 長 星 谷 朗 子

事 務 局 職 員 日 吉 淳

事 務 局 職 員 小 林 宏 教

事 務 局 職 員 山 田 哲 史

事 務 局 職 員 高 橋 の ぞ み

　

令和８年度　ＰＴＡ役員　（案）　
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第 5 号議案 

令和８年度 ＰＴＡ事業計画（案） 

 

静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡの目的（静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡ会則第 3 条）

を達成するために、下記の事業を行う。 

 

１ 会員の研修と地区活動の充実を図る。 

 

   全国・東海・県高等学校ＰＴＡ連絡協議会等への参加 

   三島・田方地区公立高等学校 PTA 指導者研修会への参加 

 

２ 生徒の生活指導に積極的に協力する。 

 

   登校時のあいさつ運動への参加（本部役員） 

   校則検討委員会への参加(会長) 

 

３ 進路対策の強化充実を援助する。 

 

   進路指導（進学・就職）への援助 

    

４ 生徒の部活動を援助する。 

 

   部活動（体育・文化）へ援助 

 

５ 学校行事を援助する。 

 

   碧春祭（あおはるさい）のバザーへの出品・販売 

 

６ 教育環境の整備を行う。 

 

   奉仕活動として除草作業 

 

７ その他 

 

   静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校との連携に関する事業 
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第６号議案

収 入 総 額 10,400,000 円

支 出 総 額 10,400,000 円

差 引 残 額 0 円

収入の部 （単位：円）

科   目 本年度予算額（A) 前年度予算額（B) 比較増減額（A)-(B) 備　　　　　　考

会    費 5,800,000 5,800,000 0 月額800円×延7,200人、教職員40,000円

模試監督料 630,000 665,000 △ 35,000 1回350円×延1,800人

繰 越 金 3,829,842 3,847,026 △ 17,184 前年度繰越金

雑 収 入 140,158 137,974 2,184 安全振興会助成金、預金利息ほか

合　　計 10,400,000 10,450,000 △ 50,000

支出の部 （単位：円）

科   目 本年度予算額（A) 前年度予算額（B) 比較増減額（A)-(B) 備　　　　　考

運営費 4,600,000 5,000,000 △ 400,000

 会議費 100,000 200,000 △ 100,000 会場使用料ほか

 需用費 1,200,000 1,600,000 △ 400,000 奉仕活動消耗品ほか

 旅費 300,000 300,000 0 高Ｐ連総会旅費ほか

 分担金 200,000 200,000 0 高Ｐ連分担金ほか

 報酬 2,800,000 2,700,000 100,000 図書室職員・PTA職員報酬

指導費 700,000 700,000 0

 生徒指導費 100,000 100,000 0

 特別指導費 600,000 600,000 0 楽メ使用料ほか

文化費 1,050,000 850,000 200,000

 図書費 1,000,000 800,000 200,000 図書室保管図書購入費ほか

 分担金 50,000 50,000 0 教育研究会会費

厚生費 100,000 100,000 0

 慶弔費 100,000 100,000 0 香料、花代

進路指導費 2,450,000 2,800,000 △ 350,000

 進路講習費 300,000 300,000 0 講習会講師謝金ほか

 図書費 600,000 600,000 0 進路用図書購入費ほか

 賃借料 200,000 200,000 0 進路室コピー機賃貸料

 需用費 200,000 200,000 0 消耗品ほか

 報酬 1,150,000 1,500,000 △ 350,000 平日講師・模試監督報酬ほか

予備費 1,500,000 1,000,000 500,000

 予備費 1,500,000 1,000,000 500,000 バス停屋根設置、グラウンド用テント

合　　計 10,400,000 10,450,000 △ 50,000

差額 0

（各科目間の流用を認める）

令和８年度　静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡ会計予算書（案）

　　　　　　　　　静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡ会長8
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静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡ会則 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、静岡県立伊豆伊東高等学校ＰＴＡと称する。 

（事務所） 

第２条 本会は、事務所を静岡県伊東市吉田 748-1、静岡県立伊豆伊東高等学校内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 本会は、生徒の健全な成長のために、学校と家庭との緊密な連携協力のもとに、

よりよい教育環境を具現化し、教育の向上、推進に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴ 学校、家庭及び地域の教育振興に関する事業 

⑵ 教育環境の整備充実に関する事業 

⑶ 生徒会活動、部活動等の振興に関する事業 

⑷ 図書及び図書館の充実に関する事業 

⑸ 生徒の学力向上及び進路実現に関する事業 

⑹ 生徒の保健衛生及び体力増進に関する事業 

⑺ 生徒、会員の親睦及び福利厚生に関する事業 

⑻ 生徒及び教職員の研究助成に関する事業 

⑼ 生徒の校外生活指導に関する事業 

⑽ 会員の研修に関する事業 

⑾ 特別支援学校との連携に関する事業 

⑿ その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、静岡県立伊豆伊東高等学校（以下「本校」という。）に在学する生

徒の保護者等で、本会の目的に賛同のうえ、入会した者及び本校の教職員（ただし、本

務者に限る。）とする。 

（会員の資格の取得） 

第６条 生徒の保護者等で本会の会員になろうとする者は、「ＰＴＡ会員に関する規則」

（以下、「規則」という。）により申込みをし、会長の承認を受けなければならない。 
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（会費） 

第７条 本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定め

る額を支払うものとする。 

（任意退会） 

第８条 会員は、規則に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができ

る。  

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除

名することができる。  

⑴ 本会の会則その他の規則等に違反したとき。 

⑵ 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

⑶ その他除名すべき正当な理由があるとき。 

（会員の資格の喪失） 

第 10条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資

格を喪失する。 

⑴ 本校に在学する生徒の保護者等又は本校の教職員でなくなったとき。 

⑵ 当該会員が死亡したとき。 

 

第４章 総会 

（構成） 

第 11条 総会は、すべての会員をもって構成する。 

（権限） 

第 12条 総会は、次の事項について決議する。 

⑴ 会員の除名 

⑵ 役員の選任又は解任 

⑶ 事業報告及び収支決算 

⑷ 会則の変更 

⑸ 解散及び残余財産の処分 

⑹ その他総会で決議するものとして役員会又はこの会則で定められた事項 

（開催）  

第 13 条 総会は、原則として定時総会を毎年の年度開始から概ね２か月以内を目途とし

て開催するほか、必要がある場合に開催する。 

（招集）  

第 14条 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総会員の議決権の 10 分の１以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的

である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 
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（議長） 

第 15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

（議決権） 

第 16条 総会における議決権は、会員 1 人につき 1 個とする。 

（決議） 

第 17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会

員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の 3 分の２以上に当たる多数

をもって行う。 

⑴ 会員の除名 

⑵ 監事の解任 

⑶ 会則の変更 

⑷ 解散 

３ 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけれ

ばならない。役員の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数

の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することと

する。 

４ 前項の規定にかかわらず、役員を選任する議案を決議するに際し、候補者の合計数が

第 19 条に定める定数内の場合には、候補者を一括して第 1 項の決議を行うことができ

る。       

５ やむを得ず総会に出席できない会員は、他の出席する会員を代理人として、決議の委

任をすることができる。この場合において、第 1 項から第 4 項の規定については、これ

を出席したものとみなす。 

（議事録） 

第 18条 総会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した役員（ただし、監事を除く。）のうちから選出された議事録署名人２

人は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第５章 役員 

（役員の設置） 

 第 19条 本会に、次の役員を置く。 

⑴ 会長   １人 

  ⑵ 副会長  ３人（１人は「会計」を担当する。ただし、次項の者を除く。） 

⑶ 理事   12～20 人 

  ⑷ 監事   ２人 

２ 前項第２号に定める副会長のうち１人は、校長もしくはその職務を代行する者をもっ
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てこれに充て、業務執行役とする。 

３ 第 1 項第 3 号に定める理事のうち 1 人は、前項に定める者を除く教職員をもってこれ

に充てる。 

（役員の選任） 

 第 20条 役員は、総会の決議によって選任する。 

 ２ 会長及び前条第 2 項に定めるものを除く副会長は、役員会の決議によって前条第３項

に定めるものを除く会員から選任する。  

（役員の職務及び権限） 

 第 21条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、各委員長・地区長によって役員会を構成し、この会則に定めるところにより、

その業務を執行する。 

（監事の職務及び権限） 

第 22条 監事は、監事を除く役員の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、監事を除く役員及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業

務及び財産の状況の調査をすることができる。  

３ 監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 

（役員の任期） 

第 23条 役員の任期は、１年とし、定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任務の満了する時までとする。 

３ 役員は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任務の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第 24条 役員は、総会の決議によって解任することができる。 

２ 前項において、必要に応じて補欠を選任することができる。 

（役員の報酬） 

第 25条 役員は、無報酬とする。 

 

第６章 役員会 

（構成） 

 第 26条 本会に役員会を置く。 

 ２ 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（権限） 

 第 27条 役員会は、次の職務を行う。 

  ⑴ 本会の業務執行の決定 
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  ⑵ 監事を除く役員の職務の執行の監督 

  ⑶ 会長及び副会長の選任及び解職  

  ⑷ その他役員会で決議するものとしてこの会則で定められた事項の承認 

（招集） 

第 28条 役員会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が役員会を招集する。 

（決議） 

第 29 条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

 ２ 役員会に出席できない役員は、他の出席する役員を代理人として、決議の委任をする

ことができる。この場合において、前項の規定については、これを出席したものとみな

す。  

（議事録） 

 第 30条 役員会の議事については、議事録を作成する。 

２ 会長及び出席した役員のうちから選出された議事録署名人２人は、前項の議事録に記

名押印する。 

 

第７章 委員会・地区会及び事務局 

（専門委員会） 

 第 31 条 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、本会に専門委員会を置く

ことができる。 

 ２ 専門委員会は、役員会の承認を経て会長が委嘱した委員により組織される。 

 ３ 専門委員は、要請により役員会及び総会に出席して意見を述べることができる。 

（事務局） 

 第 32条 本会に事務局を置く。 

 ２ 事務局員の選出その他事務局の運営に必要な事項は、役員会で別に定める。 

 

第８章 会計 

（事業年度） 

第 33条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

（事業計画及び予算） 

第 34条 本会の事業計画及び予算については、会長が作成し、役員会の承認を受けなけれ

ばならない。これを変更する場合も同様とする。 

 ２ 前項の書類については、定時総会に提出し、その内容を報告するとともに、事務所に

当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 

（事業報告及び決算） 
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第 35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。 

  ⑴ 事業報告書 

  ⑵ 収支決算書 

 ２ 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し議決を得なければならない。 

 ３ 第１項の書類のほか、次の書類を事務所に５年間備え置くとともに、会則及び会員名

簿を事務所に備え置くものとする。  

  ⑴ 監査報告 

  ⑵ 役員名簿 

 

第９章 会則の変更及び解散 

（会則の変更） 

第 36条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

 第 37条 本会は、総会の決議その他学校の再編整備などの事由により解散する。 

 

第 10章 雑則 

（委任） 

 第 38 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営その他必要な事項は役員会が別に定

める。 

 

附則 

 １ この会則は、令和５年４月１日より施行する。 

２ この会則は、令和７年５月８日より一部改正し、施行する。 

(第 19 条 役員の設置 第 31 条 委員会) 

３ この会則は、令和８年５月８日より一部改正し、施行する。 

(第 19 条 役員の設置 第 31 条 専門委員会) 



後 援 会 役 員 会 次 第 

 

 

日  時  令和８年４月３０日（木） 

 

場  所  本  校  会 議 室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 後援会会長挨拶 

 

 

３ 議  事 

 

第１号議案 令和７年度 事業報告について 

 

第２号議案 令和７年度 決算報告について 

 

第３号議案 後援会会則の一部変更について 

 

第４号議案 令和８年度 役員選出について 

 

第５号議案 令和８年度 事業計画案について 

 

  第６号議案 令和８年度 予算案について 

 

 

４ その他諸連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 閉  会 
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第 1号議案 

 

令和７年度 後援会事業報告 

 

１ 会議 

（1）役員会 

開 催 日 議 案 事 項 結 果 

７.４.30 

（1）令和６年度 事業報告について 

（2）令和６年度 決算報告について（監査報告） 

（3）令和７年度 役員選出について 

（4）令和７年度 事業計画案について 

（5）令和７年度 予算案について 

 

 

（2）総会 

開 催 日 議 案 事 項 結 果 

７.５.８     

（1）令和６年度 事業報告について 

（2）令和６年度 決算報告について（監査報告） 

（3）令和７年度 役員選出について 

（4）令和７年度 事業計画案について 

（5）令和７年度 予算案について 

 

 

 

２ 事業 

  静岡県立伊豆伊東高等学校後援会会則第４条に規定する事業執行額 

(1) 施設等整備 

(2) 備品等整備 

(3) 部活動引率旅費 

(4) 部活動全国・東海大会等生徒遠征費 

 

 

４９３千円 

１６７千円 

２，０６１千円 

２，２２６千円 
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第３号議案 

後援会会則の一部変更について 

 

現行 

第５章 役員  

 （役員の設置） 

第19条 本会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長   1 人 

 (2) 副会長  2 人 

 (3) 理事  13 人 

 (4) 監事   2 人 

 

改訂案 

第５章 役員  

 （役員の設置） 

第19条 本会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長   1 人 

 (2) 副会長  2 人 

 (3) 理事   12～20 人 

 (4) 監事   2 人 
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第４号議案

令和８年度　後援会役員　（案）

役職名 氏　　　 名

会 長 稲 葉 雅 之

副 会 長 白 鳥 宏 明

副 会 長 森 田 雅 彦

理 事 前 田 光 利

理 事 佐 藤 周

理 事 荻 野 高 志

理 事 小 川 友 和

理 事 嘉 福 昌 次

理 事 青 木 光 司

理 事 石 田 和 哉

理 事 齋 藤 麻 子

理 事 髙 里 由 美 子

理 事 羽 兼 悠 太

理 事 小 川 聖 ニ

理 事 竹 内 こ ず え

理 事 稲 葉 美 帆

理 事 西 島 生 恵

理 事 山 田 昌 司

理 事 高 橋 美 穂

理 事 山 口 八 重

理 事 福 室 敦 之

監 事

監 事 大 川 勝 弘

監 事 佐 藤 真 理 子

事 務 局

事 務 局 長 小 川 友 和

事務局次長 星谷 朗子

事務局職員 日吉 淳

事務局職員 小林 宏教

事務局職員 山田 哲史
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第５号議案 

 

令和８年度 後援会事業計画 (案) 

 

１ 会議 

（1）役員会 

開 催 日 議 案 事 項 結 果 

８.４.30 

 

（1）令和７年度 事業報告について 

（2）令和７年度 決算報告について（監査報告） 

（3）令和８年度 役員選出について 

（4）令和８年度 事業計画案について 

（5）令和８年度 予算案について 

 

 

（2）総会 

開 催 日 議 案 事 項 結 果 

８.５.８     

（1）令和７年度 事業報告について 

（2）令和７年度 決算報告について（監査報告） 

（3）令和８年度 役員選出について 

（4）令和８年度 事業計画案について 

（5）令和８年度 予算案について 

 

 

２ 事業 

  静岡県立伊豆伊東高等学校後援会会則第４条に規定する事業 

(1) 施設整備助成 

・環境整備（部活動施設整備等）  

    ・施設整備、改善等 

(2) 各事業に係る支援、経費助成 

   ・作品運送料等 

   ・学校行事に係る経費助成 

(3) 部活動引率等旅費支給  

(4) 部活動遠征旅費（東海大会以上）支給 
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第６号議案

円

円

円

　収入の部

科　　目

会費収入

雑収入

繰越金

計

　支出の部

科　　目

管理費

　消耗品費

　印刷製本費

事業費

　施設整備費

　什器備品費

　事業後援費

部活動後援費

　引率旅費

　遠征旅費

予備費

 予備費

計

　各科目間の流用を認める。

（単位：円）

(単位：円)

(単位：円)

2,230,000 2,130,000 100,000 生徒部活動遠征費(東海大会以上）

1,000,000 1,062,000 △ 62,000 各事業経費等

2,265,000 2,332,000 △ 67,000

800,000 678,000

10,000 25,000 △ 15,000

4,380,000 4,253,000 127,000

2,150,000 2,123,000 27,000 部活動引率等旅費

定 期 預 金 預金残高 22,512,484

10,000 25,000 △ 15,000

6,751,000 6,715,000 36,000

122,000
教育環境整備助成
バス停屋根設置

465,000 592,000 △ 127,000 教材等助成

印刷用紙等

6,000 100,000 △ 94,000 学校行事案内等印刷費補助

摘 要

6,751,000 6,715,000 36,000

月額800円×延7,200人

574 215 359 預金利息等

差引残額 0

5,760,000 5,760,000 0

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

令和８年度　後援会会計予算書（案）

収入総額 6,751,000

支出総額 6,751,000

静岡県立伊豆伊東高等学校後援会会長

990,426 954,785 35,641 前年度繰越金

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘要

96,000 105,000 △ 9,000

90,000 5,000 85,000
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静岡県立伊豆伊東高等学校後援会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、静岡県立伊豆伊東高等学校後援会と称する。 

 （事務所） 

第２条 本会は、事務所を静岡県伊東市吉田 748-1、静岡県立伊豆伊東高等学校内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 本会は、静岡県立伊豆伊東高等学校（以下「本校」という。）における教育活動の後援 

及び教育環境整備に関する事業を行い、本校の教育の充実に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 本校の教育活動の後援に関する事業 

  (2) 本校の環境整備に関する事業 

  (3) 本校の体育文化活動への援助に関する事業 

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 （会員） 

第５条 本会に次の会員を置く。 

 (1) 正 会 員 本校に在学する生徒の保護者又は本校の卒業生で、本会の目的に賛同して入会し

た者 

  (2) 賛助会員 前号に掲げる者以外の者で、本会の目的に賛同して入会した者又は団体 

（会員の資格の取得） 

第６条 本会の会員になろうとするものは、理事会で別に定めるところにより申込みをし、その承

認を受けなければならない。 

（会費） 

第７条 本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、総会において別に定める額を

支払うものとする。 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することが

できる。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する

ことができる。 

(1) 本会の会則その他の規則等に違反したとき。 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 （会員資格の喪失） 

第10条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。 

 (1) 本校に在学する生徒の保護者でなくなったとき。 
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 (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

第４章 総会 

 （構成） 

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 （権限） 

第12条 総会は、次の事項について決議する。 

 (1) 会員の除名 

 (2) 役員の選任又は解任 

 (3) 事業報告書及び収支決算書の承認 

  (4) 会則の変更 

  (5) 解散及び残余財産の処分 

  (6) その他総会で決議するものとして理事会又はこの会則で定められた事項 

 （開催） 

第13条 総会は、定時総会として５月に開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 （招集） 

第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

 （議長） 

第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

 （議決権） 

第16条 総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。 

 （決議） 

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員

の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ

て行う。 

 (1) 会員の除名 

 (2) 監事の解任 

 (3) 会則の変更 

 (4) 解散 

３ 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならな

い。役員の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、役員を選任する議案を決議するに際し、候補者の合計数が第19条に

定める定数の枠内の場合には、候補者を一括して第１項の決議を行うことができる。 

５ やむを得ず総会に出席できない正会員は、他の出席する正会員を代理人として、議決の委任を

することができる。この場合において、第１項から第４項の規定については、これを出席したも

のとみなす。 

 （議事録） 

第18条 総会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人２人は、前項の議事録に記名押印す

る。 
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第５章 役員  

 （役員の設置） 

第19条 本会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長   1人 

 (2) 副会長  2人 

 (3) 理事  12～20人 

 (4) 監事   2人 

 （役員の選任） 

第20条 役員は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって選定する。 

 （役員の職務及び権限） 

第21条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、その業務を執行する。 

 （監事の職務及び権限） 

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の

調査をすることができる。 

３ 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。 

 （役員の任期） 

第23条 役員の任期は、１年とし定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 役員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 

 （役員の解任） 

第24条 役員は、総会の決議によって解任することができる。 

 （役員の報酬） 

第25条 役員は、無報酬とする。 

 

第６章 理事会  

 （構成） 

第26条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 

 （権限） 

第27条 理事会は、次の職務を行う。 

 (1) 本会の業務執行の決定 

 (2) 理事の職務の執行の監督 

 (3) 会長及び副会長の選定及び解職 

 (4) その他理事会で決議するものとしてこの会則で定められた事項の承認 

 （招集） 

第28条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

 （決議） 

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

２ 理事会に出席できない理事は、他の出席する役員を代理人として、委任をすることができる。
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この場合において、前項の規定については、これを出席したものとみなす。 

 （議事録） 

第30条 理事会の議事については、議事録を作成する。 

２ 会長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名１人は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第７章 事務局 

 (事務局) 

第31条 本会に事務局を置く。 

２ 事務局職員の選定その他事務局の運営に必要な事項は、理事会で別に定める。 

 

第８章 会計 

 （事業年度） 

第32条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 （事業計画及び予算） 

第33条 本会の事業計画及び予算については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならな

い。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、定時総会に提出し、その内容を報告するとともに、事務所に当該事業

年度が終了するまでの間備え置くものとする。 

 （事業報告及び決算） 

第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事

の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 (1) 事業報告書 

 (2) 収支決算書 

２ 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を事務所に５年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を事務

所に備え置くものとする。 

 (1) 監査報告 

 (2) 役員の名簿 

 

第９章 会則の変更及び解散 

 （会則の変更） 

第35条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。 

 （解散） 

第36条 本会は、総会の決議その他学校の再編整備などの事由により解散する。 

 

第 10章 雑則 

 （委任） 

第37条 この会則に定めるもののほか、本会の運営その他必要な事項は、理事会が別に定める。 

 

附 則  

１ この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この会則は、令和８年５月８日より一部改正し、施行する。 

(第 19条 役員の設置) 


